
№ 付　　議　　事　　項

１ 議案第 ４５ 号

（２ページ参照）

２ 議案第 ４６ 号

３ 議案第 ４７ 号 ＜契約の目的＞ 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

＜契約の期間＞ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

＜ 契 約 金 額 ＞ １１，８８０千円を上限とする額

＜支払の方法＞ 監査の結果に関する報告書受領後に一括払い

＜契約の相手方＞ 公認会計士　石崎　一登

４ 議案第 ４８ 号

高槻市市税条例中一部改正について

３
月
２
５
日
提
出
分

＜令和６年３月市議会追加提出予定条例議案概要のとおり＞

消防救急デジタル無線設備購入（製造請負）契約（平成２４年議決第６６号）に関
し、公正取引委員会から排除措置命令を受けた５社及び契約相手方に対し、損害賠償
請求を提起していた事件について、被告１社が、本市に対し、解決金の支払義務があ
ることを認める内容等で和解を行う。

令和６年３月市議会定例会付議事項の主要内容（追加提出分）
議案番号 主　　要　　内　　容

障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業に係る利用者負担に関する条例
中一部改正について

損害賠償請求事件の和解について

包括外部監査契約の締結について
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令和６年３月市議会追加提出予定条例議案概要 

 

議案

番号 
付  議  事  項 理   由   及   び   要   旨 備   考 

４５ 高槻市市税条例中一部改正につ

いて 

 「地方税法の一部を改正する法律（令和６年法律第２号）」により、令和６年能登半島

地震による災害の被災者の負担の軽減を図るため、当該災害によりその者の所有する資産

について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、令和５年にお

いて生じた損失の金額として、令和６年度以後の年度分の個人市民税の雑損控除額の控除

及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとする。（附則第１４条の４

関係） 

  

 公布の日から施行し、令和

６年２月２１日から適用す

る。 

  

 

４６ 障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

に基づく地域生活支援事業に係

る利用者負担に関する条例中一

部改正について 

 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法

律（令和４年法律第１０４号）」により、次に掲げる事業が地域生活支援事業として位置

付けられたため、当該事業に係る利用者負担額を次のとおり定める。（別表関係） 

区      分 負 担 額 

宿泊場所の一時的な提供を行う事業 無料 

居宅における自立した日常生活又は社会生活等の体験の機会を提

供する事業 

地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は

社会生活を営むために必要な事業のうち市長が定めるもの 

市長が定める額 

  

 令和６年４月１日から施行

する。 
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